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令和６年第１回定例教育委員会会議録 

 

１ 日程    令和６年２月１９日(月) 

 

２ 場所    藤井寺市柏原市学校給食センター会議室  

 

３ 案件 

○ 会議録署名委員の指定について 

○ 前回令和５年第３回定例教育委員会会議録の承認について 

〇 教育長職務代理者の指名について 

 

（１）議決事項 

  議案第１号  令和６年度の給食について 

（２）報告案件 

  報告第１号  令和５年度藤井寺市柏原市学校給食組合補正予算（第１号）について 

  報告第２号  令和６年度藤井寺市柏原市学校給食組合予算について 

（３）その他報告事項 

  ・学校給食費の滞納対策について 

     

４ 出席者          教育長       見浪 陽一 

教育長職務代理者  新子 寿一 

               委員        足立 義幸 

委員        田中 保和 

委員        原  明子 

 

５ 市教育委員会事務局出席者 藤井寺市教育委員会事務局 学校教育課長 

柏原市教育委員会事務局  学務課長 

 

６ 事務局出席者       給食課長兼庶務係長 

               給食課主幹兼給食係長 

               給食課給食係副主査 

               給食課給食係副主査 
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午前９時５５分 委員会開会を宣して日程に入る。 

 

○給食課長兼庶務係長 

皆様、おはようございます。 

只今から令和６年第１回定例教育委員会会議を始めさせていただきます。本日は、大変お忙しいなか、お

集まりいただき、ありがとうございます。 

それでは、令和６年第１回定例教育委員会会議の開催に先立ちまして、事務局から本日の傍聴者のご報告

をさせていただきます。藤井寺市柏原市学校給食組合教育委員会傍聴人規則に基づき公開しておりますが、

本日は傍聴希望者がおられませんでした。また教育委員の皆様方におかれましては、全員出席されていると

いうことで、会議が成立することを併せてご報告させていただきます。 

なお、この会議の内容につきましては、会議録にまとめ公表する予定にしており、録音させていただきま

すので、ご理解、ご了承をお願いいたします。 

続きまして、本日の配布資料のご確認をさせていただきます。令和６年第１回定例教育委員会会議次第、

前回令和５年第３回定例教育委員会会議録の写し、令和６年度の給食についてとしまして、資料１、「給食

日程表（案）」、資料２、「給食の栄養及び内容」、資料３、「給食食材料費（案）」、資料４、「給食費（食

材料費）予定額年次明細表」、資料５、「学校給食配送回収計画（案）」、報告案件としまして、資料６、「令

和５年度藤井寺市柏原市学校給食組合補正予算書（第１号）」、資料７、「令和６年度藤井寺市柏原市学校給

食組合予算書」、学校給食費の滞納対策としまして、資料８、「給食費滞納・納入年度別一覧表」でございま

す。何か不足等はございませんでしょうか。 

それでは、見浪教育長よろしくお願いいたします。 

 

〇教育長 

はい。案件に入ります前に一点報告がございます。これまで本給食組合教育委員会の教育長としてご尽力

いただいておりました濱崎教育長が、令和５年８月３１日付で藤井寺市教育委員会教育長、また本給食組合

教育委員会教育長を退任されております。その後任として、昨年１２月１日より、私、見浪が藤井寺市教育
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委員会の教育長に就任し、去る 2 月７日に開催されました令和６年藤井寺市柏原市学校給食組合議会第１回

定例会におきまして、本給食組合教育委員会教育長の任命についてご同意をいただき、同日、管理者より任

命をいただき、本給食組合教育委員会の教育長に就任させていただきました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

〇委員 

見浪教育長が就任されて、本日が初めての会議になりますので、我々も簡単に自己紹介をさせていただき

たいと思います。 

 

≪出席者が順番に自己紹介≫ 

 

○教育長 

ありがとうございました。それでは、ただいまより案件に入らせていただきます。 

本日の案件は、お示ししております次第のとおりでございます。よろしくご審議ご決定を賜りますようお

願いいたします。 

それでは次第に従って進めさせていただきます。本日の「会議録の署名委員について」でございますが、

「足立委員」よろしくお願いいたします。 

 

〇委員 

「はい」の発言 

 

〇教育長 

続きまして、前回「令和５年第３回定例教育委員会会議の会議録の承認について」でございます。すでに

お目通しをしていただいていると思いますが、ご承認いただけますでしょうか。 
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〇委員一同 

「はい」の発言 

 

〇教育長 

 ありがとうございます。ご承認ということで承ります。 

続きまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定に基づきまして、教育長職

務代理者を指名させていただきます。 

私といたしましては、教育長は藤井寺市の教育長である私が拝命しているということもございますので、

藤井寺市と柏原市、両市の組合教育委員会ということから、柏原市の教育長である新子委員に職務代理者を

お願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

〇委員一同 

「はい」の発言 

 

〇教育長 

ありがとうございます。それでは、新子委員よろしくお願いいたします。 

それでは次第に従って進めてまいります。お手元の会議次第（１）議決事項、議案第１号「令和６年度の給

食について」事務局よろしくお願いします。 

 

〇給食課主幹兼給食係長 

令和６年度の給食につきましては、１月１５日に開催されました給食会理事会で（案）として提示させて

いただき了承を得ております。今回、この教育委員会会議でご審議ご決定をお願いするものでございます。  

資料№１「令和６年度給食日程表」をご覧ください。令和６年度の給食回数ですが、年間１８４回を予定

しております。表の見方ですが、○印は、祝日を表しております。１学期は、４月１０日から７月１２日まで

の６５回、小学校１年生につきましては１週間後の４月１７日からの開始を予定しております。２学期は、
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９月３日から１２月１９日までの７４回、３学期は、１月９日から３月１７日までの４５回で、年間給食回

数１８４回となります。 

実際の給食実施回数につきましては、表の下の方に記載しておりますが、学校行事により給食を実施しな

い日としまして、給食費の減額対象とならない、小学校６回を除きました１７８回、中学校１６回を除きま

した１６８回となっております。 

続きまして、資料№２「給食の栄養及び内容」をご覧ください。まず、給食の栄養ですが、給食は１日３回

の食事のうちの１回ということで、１日に必要な栄養量の３分の１が基本となりますが、家庭の食事で不足

しがちなカルシウム、鉄、ビタミン等の栄養素は、それぞれ必要量の５０％や４０％を摂るように基準が設

けられており、献立作成にあたっては、調理の実態や残菜等の実情に十分配慮しながら、多様な食品を適切

に組み合わせることにより、献立を作成しております。 

次に、給食の内容ですが、令和５年度と同様にパンを週に１．５回、米飯を週に３．５回、そのうち３回は

委託炊飯で、残りの０．５回は基本として給食センターでの炊き込みご飯などにしたいと考えております。  

なお、パンにつきましては、令和４年４月から「原材料に乳成分を含まないパン」を提供しております。お

米につきましては、今年度の１２月から新米となっており、１２月から３月までは柏原産と藤井寺産を含む

地場米を使用いたします。また、新年度の４月から１１月までは、滋賀県産キヌヒカリを使用する予定とな

っております。１２月以降は、価格、味、産地などを考慮いたしまして、新しく選定したいと考えておりま

す。牛乳につきましても、今年度同様、殺菌して均質化しただけのものを２００ccの紙パックで提供する予

定をしております。 

続きまして、資料№３「給食食材料費（案）」をご覧ください。令和６年度の保護者負担額は、小学校の低

学年が月額４,４５０円、中学年が月額４,５５０円、高学年が４,６５０円、中学校は月額５,１５０円とな

っております。なお、小学校１年生の４月分ですが、４月１７日から４月３０日まで９回の給食ですので、

低・中・高学年一律の１食分徴収金額であります、単価２７０円の９回分、計２,４３０円を徴収としており

ます。先ほど日程でご説明させていただいたとおり、小学校では年間１７８回、中学校では年間１６８回の

プール計算による予定額を記載しております。上から２段目の中学年の欄をご覧ください。小学校の中学年

につきましては、月額４,５５０円の１１ヶ月分を年間給食回数の１７８回で割った金額が、欄の右端「１食
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分合計」に記載のとおり、２８１円１７銭となっております。この「１食分合計」から、牛乳代金とパン・ご

飯の平均価格を引いた金額が、副食であるおかずに掛けることのできる費用となります。 

牛乳の価格は、大阪府流通対策室で府内統一価格として示される予定ですが、来年度の価格はまだ決定さ

れておりません。また、公益財団法人大阪府学校給食会が入札を行うパンとご飯の価格も同様であり、この

表には予定額を記載しております。 

次の１食分の徴収額及び減額、非常勤職員の給食費と試食費の金額につきましては、令和６年度に給食費

の改定がございますので、小学校につきましては、令和５年度の金額にそれぞれ２０円を増額し、中学校に

つきましては、それぞれ３０円を増額し、記載のとおりとなっております。 

なお、学級閉鎖による減額でございますが、令和５年度までは学校から連絡をいただいた日の翌日も減額

対象としておりましたが、大阪府学校給食会との売買契約における数量変更期限は、給食実施日の２営業日

前となっており、連絡をいただいた日の翌日分の数量は変更できないこととなっております。これまでは、

供給事業者のご厚意等により、翌日分の数量変更を受けていただくなどで対応しておりましたが、昨今の資

源価格の上昇等の影響や感染症による学級閉鎖等が増加しており、状況が変化していることから、減額を続け

ることが困難な状況となっておりますので、学級閉鎖等に伴う給食費減額の取り扱いを翌々日からに変更さ

せていただきたいと考えております。減額の金額につきましては、連絡をいただいた日の翌々日のごはんか

パン及び牛乳のみを停止することによる減額分を令和５年度の金額にそれぞれ１０円を増額し、記載のとお

りとしております。 

続きまして、資料№４には、「給食費予定額年次明細表」を添付しております。消費税率の改定や補助金の

廃止等、大きな変更のあった年度について記載しております。 

続きまして、資料№５「学校給食配送回収計画（案）」をご覧ください。「配送計画」「回収計画」のそれ

ぞれ左端に１から１２の番号を付けており、車輌１２台で配送と回収を行っております。給食センターの下

の時間は出発時刻または帰着予定時刻、学校名の下の時間は到着予定時刻となっております。 

この配送回収計画は、調理機器の処理能力であったり、学校までの距離であったり、学校によっての積み

込み量であったり、そういったことをトータル的に考え計画しておりますが、学校のカリキュラム等で、ど

うしても都合が悪い日がある場合には、臨機に対応させていただきたいと考えております。 
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以上、議案第１号「令和６年度の給食について」ご説明させていただきました。 

 

〇教育長 

はい。ありがとうございました。只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお

願いいたします。いかがでしょうか。 

 

〇委員 

 給食日程表なんですけれども、柏原市、藤井寺市は、他の市に比べて給食が１日少ないというか、例えば、

他市のお母さんとの話で、うちの市では今日まで給食があるけど、藤井寺市はもう無いのとかの会話があっ

て、もう１日給食があったら助かるのになぁというのが、特に夏休み前とか始業式が始まった時とかにある

のですが、勿論、予算的なこともあるでしょうけど、親としては給食のある日が１日多いだけでも助かるの

ですが、そのあたりは今後も変える予定はありませんか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 はい。変える予定がないということはございません。給食の実施回数につきましては、給食会理事会やこ

の教育委員会会議でご協議、ご決定をいただくことになるのですが、令和６年度につきましては、前回１０

月に開催された給食会理事会と１１月に開催された教育委員会会議において、給食実施回数を１８４回とす

ることと、給食費改定の値上げ幅を小学校は月額４００円、中学校は月額４５０円とすることをご決定いた

だいておりますので、令和６年度については１８４回でお示ししております。 

令和７年度以降につきましては、改めてご協議、ご決定をいただくことになります。なお、藤井寺市、柏原

市の学校のカリキュラム等のことがありますので、両市のご意見をいただきながらとなりますが、両市で２

学期の小学校の始業式の日程に大きな違いがございます。藤井寺市は８月２７日ですが、柏原市は９月１日

となっておりますので、これらも踏まえながら、令和７年度以降の給食回数について、協議をしていくとい

うことになろうかと考えております。 
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〇委員 

 はい。ありがとうございました。 

 

〇委員 

 聞き逃していたら申し訳ないのですが、給食費の保護者負担額って、アップしているのですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 はい。この部分につきましては、先ほどご説明させていただきましたように１１月に開催された教育委員

会会議において、令和６年度からの保護者負担額を小学校は月額４００円、中学校は月額４５０円値上げす

るという議案を提出させていただき、議決をいただきましたので、令和６年度からの保護者負担額を値上げ

することが決定しております。 

 

〇委員 

 これは、近年の物価高とか人件費が反映されてのアップということですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 はい。施設設備の管理運営費や職員の人件費等につきましては、両市からの分担金で公費負担しておりま

す。保護者負担の学校給食費は、すべてを食材料の購入に充てておるのですが、昨今の円安の影響やウクラ

イナ情勢等の影響によりまして、円安が進む前である令和３年度と同様の給食クオリティを維持することが

難しく、また、子どもたちに必要な栄養価を確保することが困難な状況となっておりますので、令和３年度

並みの給食クオリティや栄養価を確保する最低限の値上げといたしまして、月額４００円、４５０円の値上

げをさせていただきました。 

 

〇委員 

 わかりました。ありがとうございます。 
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〇委員 

 この前、中学校の入学説明会があって、学校給食費改定の文書も配布されたのですが、素朴な疑問ですが、

配送委託費のガソリン代の高騰の影響もあると思うのですが、それは保護者負担ではなく、公費負担という

ことですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 はい。配送委託につきましては、５年間の長期継続契約を締結しており、令和３年から令和８年が契約期

間となっております。近年はガソリン代が高騰しておりますが、支払っている委託料は、令和３年度の入札

時の月額と同額ですので、その部分については、委託業者がある程度負担しているのではないかと思ってお

ります。 

 

〇委員 

 そうすれば、令和８年度以降はどうなるのですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 はい。再度、競争入札を実施することになりますので、その時点での人件費のアップ分やガソリン代のア

ップ分が、ひょっとしたら、値上げになってくるかもしれないと考えております。 

 

〇委員 

先ほどの給食費の減額のところでも説明があったのですが、最近、学級閉鎖がすごく多いと思うのですが、

沢山のクラスが休みになった場合に食材が余ったり、食品ロスが発生することへの対応はどうしているので

すか。 

 

○給食課長兼庶務係長 
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 はい。今年度の例で申し上げますと、本日の１０時４０分までに学校から学級閉鎖の連絡をいただいた場

合には、翌日の牛乳とパン、ご飯の代金は減額しております。おかずにつきましては、食材料の購入が終わ

っており、減額できないということになりますので、例えば、柏原小学校の１年生が学年閉鎖となった場合

には、１年生用の食材も使用して調理し、柏原小学校の２年生から６年生に規定量よりも多く配缶すること

で、食材を余らせるのではなく、できる限り食べていただくという対応をしております。 

 

〇委員 

 ありがとうございます。 

 

〇教育長 

 よろしいですか。 

 

〇委員一同 

「はい」の発言 

 

〇教育長 

では、議案第１号につきましては、承認といたします。ありがとうございました。 

これで議案は終わりましたので「（２）報告案件」にまいります。報告第１号「令和５年度藤井寺市柏原市

学校給食組合補正予算（第 1号）について」事務局よろしくお願いします。 

 

○給食係副主査 

「令和５年度藤井寺市柏原市学校給食組合補正予算（第 1号）」につきましては、２月７日に開催されまし

た組合議会定例会において承認されました。そのうち、教育費についてご報告させていただきます。資料№

６「令和５年度藤井寺市柏原市学校給食組合補正予算書（第１号）」の２ページをご覧ください。「歳出」の

「３教育費」の補正額をマイナス１,０００万５,０００円とし、補正後の金額が 3億８,７２９万９,０００
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円となっております。内訳につきましては７ページから８ページに記載しております。「款３教育費」の主な

補正内容について、簡単にご説明させていただきます。 

８ページをご覧ください。「目２事務局費」の「節１報酬」から「節４共済費」までの人件費及び「節８旅

費」の通勤費等につきましては、年度末までの決算見込みによります教育委員会事務局職員及び会計年度任

用職員にかかります人件費等の増減額でございます。 

「節１０需用費」につきましては、印刷製本費及び食糧費の執行残による不用額を減額し、年度末までの

決算見込み額によりまして、修繕料５０万円を増額するものでございます。 

「節１１役務費」、「節１２委託料」につきましては、落札減等による不用額でございます。 

「節１７備品購入費」につきましては、ＰＥＮ食器及び食缶洗浄機購入等の落札減による不用額でござい

ます。 

「節１８負担金補助及び交付金」につきましては、研修参加負担金、藤井寺市柏原市学校給食会口座振込

手数料等補助金の執行残による不用額でございます。 

以上、「令和５年度藤井寺市柏原市学校給食組合補正予算（第１号）」についてご説明させていただきまし

た。 

 

〇教育長 

 はい。ありがとうございました。これは、２月７日の組合議会において、ご承認をいただいた補正予算と

いうことですが、特にご質問等ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。大きな補正というよりは、どちらかというと不用額の減額ということですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 はい。ほとんどが執行残や不用額の補正となっております。修繕料が、年度末までの決算見込み額により

まして不足いたしますので、５０万円を増額補正しております。 

 

〇教育長 
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よろしいですか。 

 

〇委員一同 

「はい」の発言 

 

〇教育長 

ありがとうございます。続きまして、報告第２号「令和６年度藤井寺市柏原市学校給食組合予算」につい

て、事務局よろしくお願いします。 

 

○給食係副主査 

２月７日の組合議会定例会で同じく承認されました「令和６年度藤井寺市柏原市学校給食組合予算」のう

ち、教育費についてご報告させていただきます。資料№７「令和６年度藤井寺市柏原市学校給食組合予算書」

の３ページをご覧ください。「歳出」の「款３教育費」に令和６年度予算額として４億３,４５１万４,０００

円を計上しております。これは、給食組合全体の歳出合計６億２,２６８万１,０００円の約７０％を占めて

おります。内訳につきましては、１２ページと１３ページをお願いいたします。 

「目１教育委員会費」は、教育委員および事務点検評価員の報酬、旅費等の合計１５万７,０００円を計上

しております。 

次に「目２事務局費」の「節１報酬」から「節４共済費」までの人件費等を合わせて３億１,１３６万９,０

００円を計上しております。 

「節８旅費」は、会計年度任用職員の通勤費を含めまして７６万４,０００円を計上しております。 

「節１０需用費」は、１,９２７万６,０００円を計上しております。調理場内で使用する消耗品が９９０

万円、修繕料が３９０万円、調理員等に貸与いたします被服が２３２万円、食育・地場産食材の調達に係る

費用としての賄材料費２００万円が主な内訳でございます。 

なお、賄材料費として、地場産物の調達につきましては、食育の観点から、平成３０年度より公費負担分

として予算化し、地場産食材の一部を公費で調達しているところでございますが、点検評価員の眞木先生か
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らも教育の一環として、また、地域の活性化を図るためにも地場産物をしっかりと給食に採り入れることが

できるよう、取組を進めていただきたいとのご意見を頂戴しておりますので、今後も予算の拡充を要望し、

取り組んでまいります。 

次に「節１１役務費」に職員の検便検査や給食の食材及び調理済み食品の品質検査の手数料等として１７

３万７,０００円を計上しております。 

次に「節１２委託料」に学校給食配送回収委託料等の４件で、７,８５９万２,０００円を計上しておりま

す。 

次の「節１３使用料及び賃借料」に６２万５,０００円を計上しております。これは、約８０名の児童生徒

の保護者に配布している食物アレルギー対応献立表を給食センターでカラー印刷し、学校へ届けるため、カ

ラー複合機を借り上げるものと給食の献立を作成するために栄養管理システムを借り上げるものでございま

す。 

次に「節１７備品購入費」でございますが、生徒が毎日の給食で使用しており、老朽化したＰＥＮ食器（ご

飯椀）の買替費用といたしまして、３６４万円８,０００円、老朽化した第１センターの食缶洗浄機の買替費

用といたしまして、１,７６０万円、焼き物機平焼き鉄板の更新費用といたしまして、２７万１,０００円の

合計３件分で２,１５１万９,０００円を計上しております。 

最後に「１８負担金補助及び交付金」でございますが、各種協議会負担金、研修参加負担金及び学校給食

会口座振込手数料等補助金として、４７万５,０００円を計上しております。 

なお、この口座振込手数料等補助金につきましては、学校給食会が私会計で管理しております学校給食費

等におきまして、各学校から学校給食会への学校給食費の納入時や学校給食会から食材納入業者への食材代

金の支払い時に発生いたします振込手数料について、財政支援をお願いするものでございます。 

以上、「令和６年度藤井寺市柏原市学校給食組合予算」についてご説明させていただきました。 

 

〇教育長 

はい。ありがとうございます。こちらも２月７日の組合議会でご承認をいただいた内容ですけれども、特

にご質問等ございますでしょうか。 
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〇委員 

藤井寺市の議員さんから、岡山県や丹波篠山市の給食センターに視察に行ったという話を聞いたことがあ

るのですが、給食センターもその視察に関係があったりするのですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 はい。藤井寺市議会と柏原市議会から５名ずつの議員さんが給食組合議会議員になっておられますので、

お聞きになられている藤井寺市の議員さんは、給食組合議会議員の立場で行政視察に行っておられます。 

 

〇委員 

その旅費は、どこに記載されているのですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 はい。説明させていただいた教育費ではございませんが、９ページの議会費に計上されています。旅費の

ところに費用弁償とありますが、組合議会議員１０名分の行政視察費用として、３９万２,０００円を計上し

ております。この予算で組合議会の行政視察に行っておられます。 

 

〇委員 

１年間に何回行くのですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 基本的には、１回でございます。 

 

〇教育長 

前年度の予算と比較し、大きな増減の要因としては何がありますか。 
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○給食課長兼庶務係長 

はい。説明させていただいた教育費としては、大きな増減の要因はございませんが、総務費で給食センタ

ーのトイレ改修工事の予算を計上しております。この建物が５０年ぐらい経過しておりますので、５０年前

のトイレですが、和式トイレとなっておりますので、子どもたちが給食センターの見学に来た時などに用を

足せず、トイレを我慢するなどの課題があったことから、予算を計上しております。そこが１番大きな増の

要因でございます。 

 

〇教育長 

令和６年度に工事ですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

はい。令和６年度の夏休み期間に工事を予定しております。 

 

〇委員 

 予算のことに直接関係することではないのですが、丹波篠山市に視察に行ったという話がありましたが、

丹波篠山市の学校給食はすごくレベルが高く、質もしっかりしており、本まで出版されていると聞いている

のですが、行かれて何か参考になったことってございますか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

はい。まず、学校給食組合議会として今年度、丹波篠山市に行政視察に行っておりますが、丹波篠山市の

学校給食センターは数年前の学校給食甲子園という地元食材を使用した献立の日本一を決める大会で、優勝

されており、地場産物等の活用に力を注いでおられるため、議員の方々から視察に行きたいとの声があがり

ました。 

この給食組合には、組合事務局として総務課と私が所属している組合教育委員会事務局として給食課の２
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つの組織がありまして、行政視察は、学校給食組合議会として実施しておりますので、組合事務局総務課の

職員が随行で参加しており、私は参加しておりませんので、丹波篠山市の取組を直接目で見たり、肌で感じ

たりすることができておりませんが、参加した職員から聞いておりますのは、地場産物の活用に積極的に取

り組んでおられたり、映像を使用した食育やホームページの充実等に取り組んでおられるようでございます。  

当給食センターと丹波篠山市は給食センターの規模や児童生徒数が違いますが、当給食組合としましても、

地場産物の活用や情報発信等で取り組めるところから進めていきたいと考えております。 

 

〇委員 

 ありがとうございます。 

 

〇委員 

 毎月、家庭に配られる学校給食予定献立表ですが、すごく丁寧に作られており、献立のレシピとかもあっ

たりするのですが、最近は学校のプリントなどもすべてオンラインで配信されてきて、そこから見てくださ

いとなっています。そんななか、学校給食予定献立表だけは、きちんと印刷されて配布していただいていま

すが、ただそれをしっかりと見ている保護者ってどれぐらいいてるのかと思いますし、それをオンラインで

の配信にすれば、予算の削減や紙の削減に繋がるのではないかと思いますし、そこに切り替えていくという

考えはありますでしょうか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

はい。現在のところ、事務局としましては切り替えの考えはございません。仰っていただきましたように

来年度予算の印刷製本費で学校給食予定献立表の印刷分を含めまして、１１４万８,０００円を計上しており

ます。学校給食予定献立表につきましては、給食組合のホームページでもＰＤＦデータで公開をしておりま

すので、データでもご覧いただくことが可能となっておりますが、食物アレルギー対応のことがございます

ので、きっちりと献立内容を確認していただく必要がございます。 

食物アレルギーを有しておられる子どもの保護者には、専用の食物アレルギー対応献立表を配布しており
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ますが、保護者と学校間の連絡では、実際にこの学校給食予定献立表を用いて、バツ印を入れるなどで今日

はこれを食べませんなどのやり取りをしておられることもございます。 

最終的には、保護者の皆様のご意見も伺いながら、給食会理事会等でデータ配信に切り替えるのか、紙ベ

ースで続けていくのかをご決定いただくことになろうかと思いますが、事務局としましては、食物アレルギ

ー事故防止の観点から、オンラインに切り替えることは難しいのではないかと考えております。 

 

〇委員 

 ありがとうございます。 

 

〇教育長 

他、よろしいですか。 

 

〇委員一同 

「はい」の発言 

 

〇教育長 

ありがとうございます。 

最後、「（３）その他報告事項」の「学校給食費滞納対策について」について事務局、説明をお願いしま

す。 

 

〇給食係副主査 

それでは学校給食費の滞納対策についてご説明させていただきます。 

給食費の滞納対策につきまして、資料№８「給食費滞納・納入年度別一覧表」をご覧ください。滞納給食費

につきまして、移管された滞納給食費の繰越額は、表のいちばん下段の網掛け部分のとおり、令和５年度１

２月末現在で、令和４年度末の滞納繰越額と比較して、１２万７,３４６円増加し、３８６万８,４４１円と
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なっております。 

なお、今年度の法的措置の実施につきましても保護者にできるだけ丁寧な対応を心掛け、再三再四の自宅

訪問を重ね、コンタクトを試みました。１２月４日には自宅訪問を兼ねて通告書を持参し、期限までに何ら

のご連絡等もなかった保護者には、１２月１８日に再通告を持参しております。これらの過程で、３名の保

護者の方からコンタクトがあり、滞納額の一部の支払いや納入誓約書の提出にまで導けたことは訪問による

非常に大きな成果であると考えております。 

しかしながら、再三再四の自宅訪問を重ねても期限までに何らのご連絡等もなく、また支払いの意思を示

されなかった２名の保護者に対しまして、弁護士と協議のうえ弁護士を通じ、羽曳野簡易裁判所に支払督促

の申立てを実施しております。 

このような法的措置を含む一連の滞納対策の取組で、それまで全く無反応であった保護者の方から返済を

いただけたことは、大きな成果であると考えておりますが、過去に債務名義を取得しながら未返済となって

いる案件もございますので、今後も弁護士と十分協議し、差し押さえ等の可能性も見極めながら、可能であ

れば法に基づく手続きを進め、適正な給食運営を図っていきたいと考えております。  

以上、学校給食費滞納対策についてご報告させていただきました。 

 

〇教育長 

はい。ありがとうございます。この件につきまして、ご質問等があればよろしくお願いします。 

 

〇委員 

 藤井寺市と柏原市で給食費の対象となる児童生徒数に大きな違いがあるのですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 ほとんど同じです。今年度までは柏原市が少し多く、来年度からは藤井寺市が少し多くなる予定ですが、

５０名程度の差ですので、フィフティフィフティと考えていただければと思います。 
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〇委員 

 そんななかで、藤井寺市と柏原市の滞納額が倍以上に違っていますが、柏原市は何か対策をされているの

ですか。 

 

〇委員 

 当然のことながら、滞納保護者には、まず担任からご家庭に連絡をしています。一番は、懇談会の折に担

任が保護者を校長室に直接連れて行き、そこで校長から話をしています。それで渋々お支払いになられる場

合もありますので、２段階、３段階と校長が粘り強く取り組んでいます。私が現役の校長の時もやっていま

したし、今も小学校、中学校共に取り組んでくれています。 

 

〇委員 

 藤井寺市が何もしていないということはないと思うが、数字だけを見るとこれだけの差があって、個人的

にも申し訳ないと思ってしまいますが、難しい問題ですね。 

 難しいだけで片付けるのも申し訳ないですが。 

 

〇委員 

 給食の実施回数もそうですが、先ほど花田課長からも話があったように、前回の給食会理事会で給食回数

を増やすというような意見もでましたが、どの市も同じようなサイクルで給食を実施するのではなく、それ

ぞれのスタイルに応じたやり方、当然、柏原市においても給食回数増のことは検討したのですが、給食回数

を増やせば増やすほど滞納額は確実に増えていきます。この問題もしっかりと考えたうえで、判断しないと

いけないということで、柏原市としては例年どおりの給食回数でお願いしたいということにさせていただき

ました。 

 なかなか難しいですが、子どもたちの安心安全、栄養価の確保のことを考えれば、給食費の値上げはやむ

を得ないことではあるけれども、その部分を各市の行政がどのようにしていくのかという問題になってくる

ので、やっぱり全体で考えていかなくてはならないと思います。給食組合と学校、保護者ということではな
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くて、行政も含めてしっかりと考えていかないといけないと思います。 

 給食のことについては、柏原市でもしっかりと議論していますが、一番はできるだけ保護者にご負担をお

かけしないように、来年度の値上げのことについても、ほぼほぼ固まりつつある感じです。 

 

〇教育長 

先ほどの給食回数の話については、それぞれの市でカリキュラムが違いますし、当然、給食回数を増やせ

ば費用負担も発生しますので、行政として、しっかりと考えていかないといけないと思います。 

給食組合としてどうこうというのは、なかなか難しいと思います。 

 

〇委員 

 素朴な疑問なんですが、平成２８年度の滞納額３０３万円から、減っている年度もあるけれども、毎年少

しずつ増えていき、最終的には令和５年度に３８６万円と約８０万円増えています。毎年毎年、滞納者に対

しての催告とかで回収できているものもあるでしょうけど、昔から積み重なってきた分は、もう回収できな

いものが沢山あると思うのですが。これはこのまま蓄積され続けていくのですか。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 はい。この学校給食費といいますのは、取り扱いが非常に複雑でして、市の税金のような公債権ではなく、

私債権となっておりますので、公債権のように５年経過したからといって、消滅するというようなことには

なりません。１０年前のものでも２０年前のものでも支払いを求めることが可能となっておりますが、民法

上の時効が令和２年３月３１日以前のものが２年、４月１日以降のものが５年となっております。１０年前

のものでも支払いを求めることはできますが、相手方が裁判所に対して時効の援用といいまして、これ時効

ですよね、支払う必要はないですよねという申立てをすれば、認められることになります。相手方が申立て

をしなければ、２０年前のものでも支払いをしていだだくことが可能ですので、現状、給食センターとしま

しては、毎年毎年、この３８３万円の滞納保護者に対して、文書を送付したり、自宅訪問を実施するなどで

回収に努めております。 
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○委員 

 文書の郵送費用とかも結構かかりますよね。 

 

○給食課長兼庶務係長 

 そうですね。学校から滞納額の移管があれば、最初は簡易書留で送ります。これは相手が、いつ受け取っ

たとか確実に自宅に住んでいるということを追跡するためですが、１通４００円程度の費用が発生しており

ます。１度追跡ができれば、以降については、普通郵便で送付しておりますが、それでも在校生については

支払いがあるまで毎月送付しますので、それなりの費用が発生しております。 

 

〇委員 

 そういうところで費用が発生するというのは、悲しい気持ちになりますね。 

 

〇教育長 

他、よろしいですか。 

 

〇委員一同 

「はい」の発言 

 

〇教育長 

ありがとうございます。 

以上をもって、本日予定の案件がすべて終了しました。円滑な審議にご協力いただきましてありがとうご

ざいました。これをもって第１回定例教育委員会会議を終了させていただきます。 
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会議事項が終了したので、閉会する。              午前１０時５０分 

 


